
 

公     示 

 

一般乗用旅客自動車運送事業の自動認可運賃等について 

 

制  定 平成１９年 ４月 ６日 九運公第  ４号 

一部改正 平成１９年 ８月２４日 九運公第 ５０号 

一部改正 平成１９年１１月 ２日 九運公第 ７３号 

一部改正 平成１９年１１月 ９日 九運公第 ７８号 

一部改正 平成２０年 ９月１９日 九運公第 ４７号 

一部改正 平成２１年 ９月２９日 九運公第 ４４号 

一部改正 平成２１年１１月 ４日 九運公第 ５７号 

一部改正 平成２６年 ２月２８日 九運公第 ９０号 

一部改正 平成２９年 ６月 １日 九運公第 １４号 

一部改正 令和 元年 ８月３０日 九運公第 ３８号 

一部改正 令和 元年１２月１３日 九運公第 ８０号 

一部改正 令和 ２年１２月 ９日 九運公第 ７０号 

一部改正 令和 ３年 ６月２２日 九運公第 ２３号 

一部改正 令和 ４年 ８月２５日 九運公第 ３１号 

一部改正 令和 ５年 ６月１２日 九運公第 １８号

一部改正 令和 ５年 ６月２６日 九運公第 ２３号 

一部改正 令和 ５年 ７月２６日 九運公第 ３８号 

一部改正 令和 ５年 ９月２５日 九運公第 ６５号 

一部改正 令和 ６年 ２月２２日 九運公第１４０号 

一部改正 令和 ６年 ３月２５日 九運公第１５３号 

一部改正 令和 ６年 ８月２６日 九運公第 ５７号 

一部改正 令和 ７年 １月１６日 九運公第１０１号 

                                       

 

 一般乗用旅客自動車運送事業の自動認可運賃等について、下記のとおり定めたの

で公示する。 

 なお、「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及

び活性化に関する特別措置法施行規程」第４条及び５条で定められた特定地域・準特

定地域においては、九州運輸局長公示「一般乗用旅客自動車運送事業の公定幅運賃の

範囲の指定について(制定：平成２６年２月２８日付 九運公第９３号)」が適用され

るため、本公示は適用しない。 

  

 

 



   平成１９年 ４月 ６日 

九州運輸局長 大黒 伊勢夫 

 

記 

 

１．適用する運賃ブロック 

 福岡市域、北九州市域、福岡、佐賀、長崎本土、長崎離島、熊本、大分、宮崎、鹿

児島（鹿児島Ａ）、鹿児島（鹿児島Ｂ）、奄美 

 

２．自動認可運賃表 

 別紙２のとおり 

 

３．福祉輸送サービス（寝台）自動認可運賃表 

 別紙３のとおり 

 

 

附 則 本公示は、平成１９年 ４月 ６日から適用する。 

附 則（平成１９年 ８月２４日 九運公第５０号 一部改正） 

    改正後の規定は、平成１９年 ８月２４日から適用する。 

附 則（平成１９年１１月 ２日 九運公第７３号 一部改正） 

    改正後の規定は、平成１９年１１月 ２日から適用する。 

附 則（平成１９年１１月 ９日 九運公第７８号 一部改正） 

    改正後の規定は、平成１９年１１月 ９日から適用する。 

附 則（平成２０年 ９月１９日 九運公第４７号 一部改正） 

    改正後の規定は、平成２０年 ９月１９日から適用する。 

附 則（平成２１年 ９月２９日 九運公第４４号 一部改正） 

    改正後の規定は、平成２１年１０月 １日から適用する。 

附 則（平成２１年１１月 ４日 九運公第５７号 一部改正） 

    改正後の規定は、平成２１年１１月 ４日から適用する。 

附 則（平成２６年 ２月２８日 九運公第９０号 一部改正） 

    改正後の規定は、平成２６年 ４月 １日から適用する。 

附 則（平成２９年 ６月 １日 九運公第１４号 一部改正） 

    改正後の規定は、平成２９年 ８月 １日から適用する。 

附 則（令和 元年 ８月３０日 九運公第３８号 一部改正） 

    改正後の規定は、令和 元年１０月 １日から適用する。 

附 則（令和 元年１２月１３日 九運公第８０号 一部改正） 

    改正後の規定は、令和 ２年 ２月 １日から適用する。 

附 則（令和 ２年１２月 ９日 九運公第７０号 一部改正） 

    改正後の規定は、令和 ３年 １月１０日から適用する。 



附 則（令和 ３年 ６月２２日 九運公第２３号 一部改正） 

    改正後の規定は、令和 ３年 ８月 １日から適用する。 

附 則（令和 ４年 ８月２５日 九運公第３１号 一部改正） 

    改正後の規定は、令和 ４年 ９月２６日から適用する。 

附 則（令和 ５年 ６月１２日 九運公第１８号 一部改正） 

    改正後の規定は、令和 ５年 ７月１２日から適用する。 

附 則（令和 ５年 ６月２６日 九運公第２３号 一部改正） 

次の各号に掲げる改正について、当該各号に定める時点から適用する。 
一 別紙２ 自動認可運賃表 宮崎ブロックに係る改正 

令和５年７月２６日 

二 別紙２ 自動認可運賃表 福岡Ａブロック、鹿児島Ａブロック、鹿児島Ｂブロ

ックに係る改正 

令和５年８月１日 

附 則（令和 ５年 ７月２６日 九運公第３８号 一部改正） 

    改正後の規定は、令和 ５年 ９月 １日から適用する。 

附 則（令和 ５年 ９月２５日 九運公第６５号 一部改正） 

    改正後の規定は、令和 ５年１０月２５日から適用する。 

附 則（令和 ６年 ２月２２日 九運公第１４０号 一部改正） 

    改正後の規定は、令和 ６年 ３月２５日から適用する。 

附 則（令和 ６年 ３月２５日 九運公第１５３号 一部改正） 

    改正後の規定は、令和 ６年 ４月２６日から適用する。 

附 則（令和 ６年 ８月２６日 九運公第 ５７号 一部改正） 

    改正後の規定は、令和 ６年１０月 １日から適用する。 

附 則（令和 ７年 １月１６日 九運公第１０１号 一部改正） 

    改正後の規定は、令和 ７年 １月１６日から適用する。 

              




























